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戸の一部（奥平、大野、大猿渡、中尾、尾迫、椛ノ戸、原ノ

園及び本谷平）及び大字下野の一部（深井野、大神野、立花

下、漆野、高野平、陳内、上広木野、聖川、浜野岳、椎地越

宮崎県告示第76号の10 、岩下、広木野、板床、岩戸坂、火戸野、岩地原、石原、井

家畜伝染病の家畜等の移動の制限（平成23年宮崎県告示第76号の 野上、山野脇、川久保及び仏房）

５）を次のとおり変更する。 イ 日之影町大字七折の一部（田下、平崎、松崎、樋口、尾迫

平成23年２月８日 原、日ヶ暮、橋場、石棚、戸川、白石、萱野、小菅、道上、

宮崎県知事 河 野 俊 嗣 道下、中尾内、東山、徳富、南、箱石、一の水、塩井、小谷

１ 移動を制限する家畜の種類等 、平底、金尻、尾谷、上尾村、高野、布平、吹上、長迫、西

 移動を制限する家畜の種類 、末市、椎谷及び東）、大字岩井川の一部（草園、近道、小

鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面 原、飯干、十二町、水口及び仁田原）及び大字見立の一部（

鳥並びにそれらの死体 平戸、若松山、戸ノ口山、流谷、平戸山、白仁田山、板ノ内

 移動を制限する物品 平、日平山及び諸和久山）

病原体をひろげるおそれのある物品 ２ 搬出を制限する家畜の種類等

 移動を制限する区域  搬出を制限する家畜の種類

ア 高千穂町大字三田井の一部（尾迫原、車ノ迫、吾平原、宮 鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面

尾野、狭山、田口野、御塩井、寺迫、神殿、城ノ平、栗毛、 鳥並びにそれらの死体

猿渡、宮ノ前、塩市、葛原、梅ノ木谷、徳源寺、成木、池ノ  搬出を制限する物品

川、下阿床、上阿床、春芽、吾平、堂山、堂園、西原、梅木 病原体をひろげるおそれのある物品

、山川、長畑、柿ノ木水流、猿伏、陳内、尾谷、梅木原、大  搬出を制限する区域

野原、古城、長迫、松ノ原、今村、馬込、尾久保、島戸、桑 平成23年宮崎県告示第76号の５の３に掲げる区域から、１の

水流、栃股、馬門、葛根迫、長崎、上原及び簗崎）、大字向 に掲げる区域を除いた区域

山の一部（椎屋平、椎屋谷、東平、松尾、大久保、切林松、

野々平、丸小野、谷下平、西岳平、牛落、石原、北平、東岳

平、荒神鼻及び水ケ崎）、大字岩戸の一部（弥宜ノ地、才原

、古江鶴、宮ノ地、山森上、山森下、堂ノ川、向久保、中ノ

迫上、中ノ迫下、差尾、笹野戸、神楽尾、中村、塔ノ尾、阿

蘇原下、阿蘇原上、宮ノ平、城尾ノ迫、岩戸坂、西寺尾野、

上ノ園、上ノ園続、東寺尾野、峰川、古森、陳ノ平、漆畑、

角石原、小田ノ原、黒岳、塩井ノ宇曽、白岳、伊豆森、河道

、白水、板木、横打、落立、宮ノ前、錦ノ切、加筒、矢ノ淵

、西平、皿糸、小芹、中小芹、畑中平、丸岩、谷下、立宿、

塩井川、柿ノ木谷、仁瀬ノ内、朝薮、岩元、崎野、東岸寺下

、東岸寺上、徳法師、地堺、左右殿、尾迫鶴、桐ノ木谷、才

田、渡内、戸野口原、門谷、尾霜、黒原、堺ノ谷、桂野谷、

馬生木、岩神上、岩神下、馬場、臼土地、有富、中ノ園、鶴

門、河井ノ内、赤水谷、暮利木、布城、河地、左目木、松ノ

木馬場、西ノ迫、土葉美、塩井ノ谷、馬背野、立石、日向、

神殿、馬場先、黄楊原、七折坂、尾ノ上、極殿、石神下、石

神上、岩下、峡ノ口、梨子木平、戸ノ口、大平上、大平下、

戸ノ下、西ノ岳、中ノ谷、鳶ノ巣及び尾戸ノ口）、大字上岩




